
 

にっぽうニュース      （令和5年12月１8日） 
①  無料相談会 

  

（１）日本弁理士会 

 各地域会（北海道会、東北会、北陸会、関東会、東海会、関西会、中国会、四国会、九州会）において、

無料の知的財産相談室が常設されています。 

 関東会においては、霞が関の弁理士会館で行っており、平日の午前・午後それぞれ２名の弁理士が担

当しています。 

 

 関東会の各都県委員会（東京委員会、神奈川委員会、千葉委員会、埼玉委員会、茨城委員会、群馬委

員会、栃木委員会、山梨委員会）では、知的財産セミナーなどの各種イベントも行われています。 

 

 

 

（２）独立行政法人 工業所有権情報・研修館（ＩＮＰＩＴ） 

 ＩＮＰＩＴは、特許庁が開設した特許電子図書館を引き継ぎ、現在は、特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）によ

り、インターネットを通じて公報等の情報を提供しています。 

 

 また、47都道府県に知財総合支援窓口が設置されており、弁護士や弁理士など様々

な分野の専門家によるサポートを無料で受けることができます。 

 茨城県では、水戸市の産業会館で、毎週１回の弁理士による相談会と、毎月１回の

弁護士による相談会が実施されています。さらに、臨時相談窓口（日立会場、ひたち

なか会場、つくば会場、筑西会場）も開設されています。 

 

 

 

（３）よろず支援拠点 

 知的財産だけでなく、中小企業・小規模事業者の売上拡大、経営改善など、経営

上のあらゆる悩みの相談を受け付けています。独立行政法人中小企業基盤整備 

機構が全国本部であり、茨城県よろず支援拠点も産業会館に設置されており、知

財総合支援窓口とも連携して支援を行っています。 

 

 


